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災害時における宿泊施設および他自治体との連携
協定の締結について

１．「災害時における宿泊施設等の提供に関する協定」
　
　○協定内容
　　  笠間市で、災害対策基本法第2条第1号に規定する災害が発生しまたは発生する恐れが
    ある場合に、笠間市の要請により、宿泊施設の提供を受けることができるもの。
　○協定締結日　令和８年２月１７日
　○協定先概要
　　　名　   　称　　株式会社シティーホテル友部　　代表取締役　常井　義三
　　　所  在  地   　笠間市旭町３０３－３  　
　○施設概要
　　　客　室　数　  １５０ 室　　シングル（23㎡）：１３９部屋　　ツイン１１部屋（42㎡）
　　　収容人数　　 １６１名

　

２．「B&G 財団及び関東ブロックB&G 海洋センター等所在市町村間
                                                              災害時相互応援協定」 
 　
　○協定内容
　　  避難者収容および応援受援などを目的とした施設や物資などの提供および応急対策、復旧
　に必要な職員の派遣など、応援要請に基づき、相互に協力・連携するもの。
   ○協定締結日　令和７年９月９日
   ○協定先
　　　公益財団法人Ｂ＆Ｇ財団（代表 前田康吉）および関東ブロック３３自治体
　　　                                                                （県内９自治体、県外２４自治体）

□今後の取り組み
　　 災害時の被災状況により必要とする支援や復旧には、さまざまな協力が必要です。市内
　事業者をはじめ、他の自治体との広域連携など、人・物・機材などの資源を最大限に発
　揮し災害対応力を強化するため、今後も協定締結を進めていく。
　　　

　

笠間市は、能登半島地震や豪雨などの自然災害が激甚化、頻発化するなか、大規模災
害に備え、避難生活の質の向上と避難先などの確保およびB&G海洋センター等が所在
する自治体間において、隙間のない災害支援を実現することを目的として、株式会社 シ
ティーホテル友部および公益財団法人Ｂ＆Ｇ財団 と災害時における協定をそれぞれ締
結しました。


